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 佐賀県告示第 94号 

 森林法（昭和 26年法律第 249号）第 29条の規定により、農林水産大臣から

次のとおり保安林の指定をする予定である旨通知があった。 

  平成 26年３月 25日 

               佐賀県知事  古  川     康    

１ 保安林予定森林の所在場所 

  鹿島市大字山浦字尾崎丙 1743 番、丙 1831 番１、丙 1832 番、丙 1834 番、

丙 1865 番、丙 1866 番、字雨越丙 2004 番２、丙 2005 番１、丙 2005 番２、丙

2008 番１、字貝手丙 2142 番、丙 2143 番１、丙 2143 番２、丙 2145 番１、丙

2151 番３、丙 2165 番、字上床丙 2232 番１、丙 2232 番４、丙 2232 番 12、丙

2232 番 18、丙 2236 番１、丙 2237 番、丙 2242 番、丙 2246 番、丙 2247 番１

から丙 2247 番３まで、丙 2251 番、丙 2269 番 17、丙 2269 番 20、丙 2269 番

21、丙 2269 番 34、丙 2269 番 36、丙 2269 番 38、丙 2269 番 48、丙 2269 番

49、丙 2269 番 58、字中木庭丙 2329 番１、丙 2329 番２、丙 2331 番１、丙 2331

番２、丙 2332 番、丙 2334 番１、丙 2457 番 14、字縫形丙 2532 番９、丙 2536

番、字大坂丙 2680 番２、丙 2680 番 18、丙 2680 番 25、丙 2680 番 34、丙 2681

番、字路木丙 2907 番、字大野丙 3039 番 51、丙 3039 番 52、丙 3039 番 54、

丙 3039 番 57、丙 3039 番 97、丙 3039 番 98、丙 3039 番 133、丙 3083 番１、

丙 3084 番、丙 3087 番、字丸木庭丙 3274 番 73、字四方坂丙 3598 番 10、丙

3598 番 11、丙 3599 番、字張川内丙 3705 番１、丙 3705 番２、丙 3746 番、字

弓木丙 3872 番３、字長野丁 4240 番、丁 4279 番２、丁 4285 番、字内野丁 4318

番１、丁 4319 番１、丁 4320 番、丁 4410 番、字才又戊 13番２、戊 16番１、

戊 16番２、字番在戊 389番 107 から戊 389 番 110 まで、戊 391番２、戊 393

番１、戊 396番１、戊 396番２ 

２ 指定の目的 
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３ 指定施業要件 

 (1) 立木の伐採の方法 

  ア 主伐に係る伐採種は、定めない。 

  イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町

に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 

  ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

 (2) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 

 （「次のとおり」は、省略し、その関係書類を佐賀県県土づくり本部森林整備

課及び鹿島市農林水産課に備え置いて縦覧に供する。） 


